
平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省 最終的な調整結果 

 

管理番号 81 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

放課後児童支援員認定資格研修の弾力的運用 

 

提案団体 

愛媛県、松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、東

温市、上島町、久万高原町、松前町、砥部町、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」に基き、平成 27 年４月１日から都道府県が実施す

る放課後児童支援員認定資格研修を修了した放課後児童支援員を、１クラブにつき２名（うち１名を除き、補助

員の代替可）を配置することが義務付けられた。平成 27 年４月 1 日以前から勤務している職員についても一律

に研修を受講することが義務付けられているため、研修制度導入前から従事している放課後児童支援専門員に

ついては、研修の内容の一部免除を求める。 

 

具体的な支障事例 

これまでに県が実施した「資質向上研修」を受講するほか、現場経験を十分に積み、知識・技能を習得している

勤務継続職員に対しても、16 科目 24 時間の基礎的研修の受講を一律に求めていることから、現場職員の負担

となっており、経過措置終了後の放課後支援相談員の確保に支障が生じる可能性もある。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

真に受講が必要と認められる者に対してのみ研修を実施することで、現場の負担を軽減できるとともに、放課後

児童支援員の確保に資する。また、県や市町にとっては、研修開催経費や受講者旅費等の経費縮減にもつな

がる。 

 

根拠法令等 

・「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」（平成 26 年４月 30 日厚生労働省令第 63 号） 

・「放課後児童支援員等研修事業実施要綱」 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

新宿区、豊田市、東海市、寝屋川市、門真市、島根県、防府市、徳島県、久留米市、八女市 

 

○現場経験を十分に積み、知識・技能を習得している勤務継続職員に対しても、16 科目 24 時間の基礎的研修

の受講を一律に求めていることから、現場職員の負担となっており、対応する放課後児童クラブにおいても、代

替職員の確保が負担となっている。 

○最低限の指導員数で運営を行っているため、研修参加に伴う他の指導員への負担は大きい。 

○本市においても、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が制定される以前より、放課後児

童クラブ指導員の半数以上を保育士等の資格を有する職員としており、一定のスキルをもった指導員が多いこ

重点事項通番：16 
（８月５日第 42 回専門部会、10 月７日第 46 回専門部会にて審議） 



とから、提案事項に共同提案団体として参画するもの。 

○放課後児童支援員の資質向上のため必要な研修であるが、全課程を受講するための日程調整やローテーシ

ョン勤務の調整が困難である。また、限られた人員での保育を実施しているため、研修実施日の現場の負担が

大きく、児童の保育の質に影響しかねない状況である。 

○長期にわたり指導員として従事し、その間民間が実施する各種研修を受講しているものも、今回の改正によ

る支援員の資格を得るためには、改めて県主催の研修の受講が義務付けされているため現場や本人にとって

負担となっている。 

 

各府省からの第１次回答 

平成 27 年４月に施行した子ども・子育て支援新制度のもとで研修制度の導入を行ったところであり、また保育士

等の資格を有している者には一部科目免除を行っているところ。研修の免除は、児童の生活のケアを行う支援

員の質の低下につながるおそれがあるため対応困難。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

本研修に関して、実際の現場では、 

・保育士の免許を取得したばかりで社会経験の乏しい職員より、保育士の免許を有しないが勤務経験の長い職

員の方が、児童に対する指導（教育・保育）等を援助について精通しており、保護者や子どもから信頼関係の構

築や指導について高い評価を得ていて、現場の指導者として機能していることが多い。 

・保育士等の有資格者については、受講科目の一部免除が認められているが、勤務継続者についてはそのよう

な措置が認められていないため、現場職員の不満が大きく、現在認定資格研修を受講していない勤務継続者か

ら、経過措置後に未受講であることを理由に離職するといった声も一部で上がっている。 

・放課後児童支援員認定資格研修の内容は、県が実施している放課後児童支援員の資質向上研修と遜色ない

内容で実施しているものがあり、資質向上研修を受講している勤務継続者にとっては、重複した内容の研修を

受講しなければならない。 

といった支障事例が生じている。 

ついては、都道府県が実施する放課後児童支援員の資質向上を目的とした研修の中で既に受講した科目につ

いては、当該研修の該当科目の一部免除を行うことが適当と考える。 

なお、本県では、平成 25 年度から、放課後児童支援員、補助員、児童厚生員、放課後子ども教室関係者等を

対象とした「放課後支援員等資質向上研修」を開催しており、その中で実施している障害児童担当支援員研修

会では「障害のある子どもの理解」と遜色ない内容の研修を行っているため、当該科目の一部免除を行ったとこ

ろで、児童の生活のケアを行う支援員の質の低下にはつながらない。 

（全文は、補足資料を参照。） 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○ 下記の個別のパターンについて、事務局と調整の上、免除を検討すべきではないか。 

  ①放課後児童支援員自身が認定資格研修の講師要件を満たす科目 

  ②資質向上研修において、既に類似の内容を受講している科目 

○ 経過措置の延長については、子ども・子育て支援事業計画の第１期の進捗状況の把握し、検討を行うとのこ

とだが、研修科目の一部免除については、運用上の問題であり、放課後児童支援員の確保は喫緊の課題であ

ることから、それとは別に中間的な見直しをすべきではないか。 

 

 

 



各府省からの第２次回答 

認定資格研修は、放課後児童クラブの支援員となるために必要な知識等を身につけるものであり、放課後児童

健全育成事業の質の確保という観点を考慮する必要がある。 

その中で、認定資格研修とは別の資質向上研修等において、ある研修科目について、認定資格研修において

行われるものと同等以上のものを受講したと研修実施者が認める場合においては、当該科目については、認定

資格研修を受講したこととみなせる形で運用、さらには、研修実施者の判断において、講師実施者が講義を行っ

た科目について研修受講を免除しても構わないと認めたものについてては、そのような形での運用ができるよう

検討して参りたい。 

 

平成 28 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 28 年 12 月 20 日閣議決定）記載内容 

６【厚生労働省】 

（４）児童福祉法（昭 22 法 164） 

（ⅵ）放課後児童支援員認定資格研修（放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平 26 厚生労

働省令 63）10 条３項。以下「認定資格研修」という。）の実施等については、以下のとおりとする。 

・認定資格研修を受講しようとする者が認定資格研修の科目と同等以上の内容を放課後児童支援員等資質向

上研修等において受講した場合には、実施主体の判断により、当該者が当該認定資格研修の科目を受講した

こととみなすことができるよう、地方公共団体に平成 28 年度中に周知する。 

・認定資格研修を受講していない者であって認定資格研修の講師となった者が講義した科目については、実施

主体の判断により、当該者が当該認定資格研修の科目を受講したこととみなすことができるよう、地方公共団体

に平成 28 年度中に周知する。 


